
① 普通車（MT）を運転したい場合

② 準中型車（MT）を運転したい場合　：　7.5ｔ未満までの限定解除

③ 中型車（MT）を運転したい場合　：　11ｔ未満までの限定解除

④ 大特を運転したい場合

※夜間は17:30以降の教習です。

備考 １）写真をお持ちの場合は写真代を差し引きます。

２）技能教習が補習となった場合は1時限に付き5,500円が掛かります。

３）検定に不合格の場合は再検定料が掛かります。

（普通車 ： 6,050円 、準中型車 ： 6,820円 、中型車 ： 7,480円 、大特 ： 6,050円）

４）夜間の技能教習には夜間料金１時限につき770円が掛かります。

５）技能教習、審査の開始1時間以内のキャンセル又は、無断キャンセルは1回につきキャンセル料2,000円をお支払い頂き

　 ます。キャンセルする場合、前営業日19時20分（夜間教習がない場合は前営業日16時20分）迄にキャンセルをお願いします。

※備考内の料金は全て税込です。

上段 本体価格

中段 消費税

下段 税込価格

690

5,500

4,140 29,700 6,050 660

7,590 45,540

550 60

※中型（8ｔ限定）：H19.6/1以前に普通ＭＴ免許を取得された方。

限定
解除

昼間 77,330

70,300 6,200

6

37,200

27,000 6007,030 620 3,720

農耕（キャタピラ）
6,820 40,920

2,700

夜間 81,950

74,500 6,900 41,400

7,450

720

6,800

3,600 22,000 7,480 660

7,920 39,600

680 60

※準中型（5ｔ限定）　：　H19.6/2～H29.3/11までに普通ＭＴ免許を取得された方。

限定
解除

昼間 65,890

59,900 6,500

5

32,500

20,000 6005,990 650 3,250

中型（8ｔ限定）
7,150 35,750

2,000

夜間 69,740

63,400 7,200 36,000

6,340

7,040 28,160

60

夜間 57,640

52,400 6,400 25,600

5,240 640 2,560

※中型（8ｔＡＴ限定） ： H19.6/1以前に普通ＡＴ限定免許を取得された方

限定
解除

昼間 54,560

49,600 5,700

4

22,800

準中型（5ｔ限定）
6,270 25,080

2,000 620

20,000 6,200 6004,960 570 2,280

22,000 6,820 660

※普通（AT限定） ： H29.3/12以降にAT限定免許を取得された方

48,900 5,700 22,800

中型（8ｔＡＴ限定） 4,890 570 2,280

※準中型（5ｔAT限定） ： H19.6/2～29.3/11までにAT限定免許を取得された方

600

2,000 550 60

22,000

普通（AT限定） 4,610 500 2,000

準中型（5ｔAT限定）
5,500 22,000

夜間 53,790 6,050 660

6,270 25,080

AT
解除

昼間 50,710

46,100 5,000

4

20,000

20,000

本体価格
技能教習料金

入学金

5,500

審査 写真代消費税

限 定 解 除 （審査） 教 習 料 金 表
↓消費税 令和7年4月1日

  お 客 様 各 位
0.1

総額
（税込価格）

教習料金・諸経費　内訳

現有免許

単価 時限 計

　『一生無事故』
北日本自動車学校



　●準中型車MT免許（車両総重量３．５ｔ～７．５未満）

　●中型車MTの免許（車両総重量7.5ｔ～11ｔ未満）

　　※希望の少ない①普通「その他解除（現有免許：軽車、普一、未済、限定）」は掲載しません。

合計 116,600

合計 105,270

現有免許

中型
（8ｔAT限定）

中型
（8ｔ限定）

現有免許

現有免許が準中型（５ｔAT限定）、中型（８ｔAT限定）の方で、準中型MT・中型MT免許を取得される場合

25,080 22,000 6,820 660

限定
解除

昼間 54,560

49,600 5,700

4

22,800 20,000 6,200 600

20,000 5,500 600

4,610 500 60

5,500 22,000 22,000 6,050 660

準中型
（5ｔ限定）

AT
解除

昼間 50,710
46,100 5,000

4

20,000

4,960 570 2,280

総額
（税込価格）

教習料金・諸経費　内訳

本体価格
技能教習料金

入学金

①免許条件の限定解除までの流れ　※準中型（５ｔ限定）、中型（８ｔ限定）共に限定解除の流れは同じです。

②限定解除の料金

審査 写真代消費税

単価 時限 計

　　  ※現有免許（免許の条件） :   準中型（５ｔAT限定）・・・　H19.6/2～H29.3/11に普通AT限定免許を取得された方

2,000

2,000

620 60

6,270

2,000 550

550

　　　※現有免許（免許の条件） :   中型（8ｔAT限定）・・・　H19.6/1以前に普通AT限定免許を取得された方

総額
（税込価格）

A 教習料金・諸経費　内訳

本体価格
技能教習料金

入学金 審査 写真代消費税

単価 時限 計

準中型
（5ｔAT限定）

650 3,250 2,000 680 60

AT
解除

昼間 50,710
46,100 5,000

4

20,000

5,500 22,000

20,000 5,500 600

4,610 500 2,000 2,000 60

7,150 35,750 22,000 7,480 660

22,000 6,050 660

0.1

限定
解除

昼間 65,890

59,900 6,500

5

32,500 20,000 6,800 600

5,990

普通車でAT限定解除の教習を行う。

審査合格証明書を持って免許センターで限定解除の手続きを行う。

AT限定を解除後、準中型（５ｔ限定）、中型（８ｔ限定）それぞれの限定解除の教習を行う。
※準中型（５ｔ限定）、中型（８ｔ限定）限定解除の入校には深視力の検査に合格する必要があります。

審査合格証明書を持って免許センターで限定解除の手続きを行う。

（準中型MT車、中型MT車を運転できるようになります。）
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